
 

 

 

 

  

   

令和７年度補正 中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費           

（地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業） 

簡単５ステップで設備をクイック診断 

③現地診断 

⑤お支払い 

特設ＷＥＢサイトから

お申込み        

※診断機関は「ほくでんサー

ビス」をご選択ください 

診断のご要望、現在の

エネルギー使用量など

の聞き取りと訪問日程

の調整 

診断報告書に基づき

診断結果をご報告 

こんな方におすすめします！                                     

□光熱費を下げたい       □気になる設備の省エネアドバイスを受けたい                             

□設備更新の参考にしたい  □すぐにできる省エネの取り組みを知りたい    

①お申し込み ②ヒアリング・事前調整 

診断員が現地を

訪問し、診断を

実施 

④診断報告 

診断費用の

お支払い 

診 断 プ ラ ン 
設  備  単  位  プ  ラ  ン 

１  設  備 ２  設  備 

料     金 ６，００６円 １２，０１２円 

● 以下の設備を対象として省エネ診断いたします。 

● 診断料金は以下の通りとなります。 

診断対象設備と診断料金 

空調設備 照明設備 ボイラ・給湯器 受変電設備 デマンド 

お申込期限 

1月末までに報告会および
診断費用のお振り込みが
完了することが条件となり
ます。 

※ 

12月上旬まで 

202６年度の 
お申込み期限は 

となります。 



 

 

◇ 中小企業基本法に定める中小企業者 

◇ 会社法上の会社に該当せず、前年度または直近１年間のエネルギー使用量（原油換算

値）が１，５００ｋＬ未満の事業所※ 

※ 会社法上の会社以外とは、「社会福祉法人」「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動法人（ＮＰ

Ｏ法人）」「協働組合」等をいう。 

詳しい情報・    

営業本部 ソリューション営業部 省エネ課 

ＴＥＬ ：０１１－２５１－２２８２  

ｅ－ｍａｉｌ：ｈｓ００１４５３０＠ｈｏｋｕｄｅｎ－ｓｅｒｖｉｃｅ．ｃｏ．ｊｐ 

診断を受けられる事業者 

● 以下のいずれかに該当する事業者となります。 

 

特設サイトURL https://syoenesshindan.jp 

お申し込み方法 
● 下記ＳＩＩのＷｅｂサイト内お申し込みフォームからお申し込みください。 

詳しい情報・お申し込みはこちら⇒⇒⇒ 

 ◇ 工場・ビル・店舗等のエネルギー使用状況を確認のうえ設備の管理状況を診断し、エネ

ルギーの無駄遣いや省エネにつながるヒントを見つけ、省エネ出来る改善項目の提案を

いたします。  

◇ 診断対象は、空調やボイラ、照明など、設備単位で1設備または2設備からお選びいた

だけます。 

◇ 半日～1日の訪問による診断で、診断対象設備のエネルギーの無駄を確認します。 

◇ 訪問診断後約1カ月で、報告書を提出の上報告会を開催いたします。 

◇ 国からの補助により、少ない費用負担でお気軽に診断が受けられます。 

省エネ診断（ウォークスルー診断）とは？ 

お問い合わせ先 

● ご不明点がありましたらお気軽にお問い合わせください。 

【省エネ診断事務局】 


